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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成20年12月18日(2008.12.18)

【公開番号】特開2007-9273(P2007-9273A)
【公開日】平成19年1月18日(2007.1.18)
【年通号数】公開・登録公報2007-002
【出願番号】特願2005-190952(P2005-190952)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｆ   1/05     (2006.01)
   Ｃ２１Ｄ   1/00     (2006.01)
   Ｃ２１Ｄ   1/34     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  21/02     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  21/06     (2006.01)
   Ｃ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｆ   1/05    　　　　
   Ｃ２１Ｄ   1/00    　　　Ｂ
   Ｃ２１Ｄ   1/34    　　　Ｋ
   Ｃ２２Ｃ  21/02    　　　　
   Ｃ２２Ｃ  21/06    　　　　
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６０２　
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６１２　
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６３０Ａ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６３０Ｋ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６３１Ｚ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６４０Ａ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６８３　
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９１Ｂ
   Ｃ２２Ｆ   1/00    ６９１Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成20年10月31日(2008.10.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミ合金の鋳塊から製造したアルミ合金製塑性加工品において、
　Ｃｕを１質量％以下含有するとともに、導電率がピーク時効時点での導電率に対して０
より大で１ＩＡＣＳ％以下の増分を有している、
　ことを特徴とするアルミ合金製塑性加工品。
【請求項２】
　上記導電率がピーク時効時点での導電率に対して０より大で０．７ＩＡＣＳ％以下の増
分を有している、請求項１に記載のアルミ合金製塑性加工品。
【請求項３】
　Ｃｕを１質量％以下含有するとともに、Ｍｇを０．８～１．１５質量％、Ｓｉを０．９
５～１．１５質量％、Ｍｎを０．４～０．６質量％、Ｆｅを０．２～０．３質量％、Ｃｒ
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を０．１１～０．１９質量％、Ｚｎを０．２５質量％以下、Ｚｒを０．０５質量％以下、
Ｔｉを０．０１２～０．０３５質量％、Ｂを０．０００１～０．０３質量％以下含有し、
残りがＡｌと不可避不純物からなる、請求項１または２に記載のアルミ合金製塑性加工品
。
【請求項４】
　人工時効硬化処理におけるピーク時効時点以降の時効処理時間を制御することにより得
られる、請求項１から３の何れか１項に記載のアルミ合金製塑性加工品。
【請求項５】
　上記ピーク時効時点は、人工時効硬化処理の際に時効処理時間に応じて硬度が増加しピ
ークに達するまでに要する時効処理時間の経過時点である、請求項１から４の何れか１項
に記載のアルミ合金製塑性加工品。
【請求項６】
　上記ピーク時効時点は、時効処理時間×温度を横軸として、硬度が最大になる時点であ
る、請求項１から４の何れか１項に記載のアルミ合金製塑性加工品。
【請求項７】
　上記ピーク時効時点は、人工時効硬化処理の際に時効処理時間に応じて導電率が増加し
た後一定値を示し始めた時点である、請求項１から４の何れか１項に記載のアルミ合金製
塑性加工品。
【請求項８】
　Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミ合金の鋳塊からアルミ合金製塑性加工品を製造するアルミ合
金製塑性加工品の製造方法において、
　Ｃｕが１質量％以下のアルミ合金を溶解鋳造し、
　上記溶解鋳造により得られた鋳造品に均質化処理および塑性加工を施し、
　上記塑性加工により得られた塑性加工品に、溶体化処理、水焼入れ処理および人工時効
硬化処理を施し、
　上記人工時効硬化処理におけるピーク時効時点以降の時効処理時間を制御し、当該塑性
加工品の導電率が、ピーク時効時点での導電率に対して０より大で１ＩＡＣＳ％以下の増
分を有するようにする、
　ことを特徴とするアルミ合金製塑性加工品の製造方法。
【請求項９】
　上記人工時効硬化処理は、時効処理温度が１７０℃以上２１０℃以下、時効処理時間が
０．５時間以上１８時間以下である、請求項８に記載のアルミ合金製塑性加工品の製造方
法。
【請求項１０】
　上記溶体化処理は温度が５３０℃以上５６０℃以下で行われ、上記水焼入れ処理は温度
が７０℃以下で行われる、請求項８または９に記載のアルミ合金製塑性加工品の製造方法
。
【請求項１１】
　上記塑性加工は、押出加工、鍛造加工および圧延加工から選ばれる１種又は２種以上の
組合せである、請求項８から１０の何れか１項に記載のアルミ合金製塑性加工品の製造方
法。
【請求項１２】
　請求項８から１１の何れか１項に記載のアルミ合金製塑性加工品の製造方法を用いて得
られた自動車用部品。
【請求項１３】
　Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミ合金の鋳塊からアルミ合金製塑性加工品を製造する際の人工
時効硬化処理に用いる時効処理炉において、
上記アルミ合金製塑性加工品の導電率が、ピーク時効時点での導電率に対して０より大で
１ＩＡＣＳ％以下の増分を有するように人工時効硬化処理におけるピーク時効時点以降の
時効処理時間を制御する、
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ことを特徴とする時効処理炉。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の時効処理炉を有するアルミ合金製塑性加工品の製造システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　８）第８の発明は、Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミ合金の鋳塊からアルミ合金製塑性加工品
を製造するアルミ合金製塑性加工品の製造方法において、Ｃｕが１質量％以下のアルミ合
金を溶解鋳造し、上記溶解鋳造により得られた鋳造品に均質化処理および塑性加工を施し
、上記塑性加工により得られた塑性加工品に、溶体化処理、水焼入れ処理および人工時効
硬化処理を施し、上記人工時効硬化処理におけるピーク時効時点以降の時効処理時間を制
御し、当該塑性加工品の導電率が、ピーク時効時点での導電率に対して０より大で１ＩＡ
ＣＳ％以下の増分を有するようにする、ことを特徴としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　９）第９の発明は、上記した８）項に記載の発明の構成に加えて、上記人工時効硬化処
理は、時効処理温度が１７０℃以上２１０℃以下、時効処理時間が０．５時間以上１８時
間以下である、ことを特徴としている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　１０）第１０の発明は、上記した８）項または９）項に記載の発明の構成に加えて、上
記溶体化処理は温度が５３０℃以上５６０℃以下で行われ、上記水焼入れ処理は温度が７
０℃以下で行われる、ことを特徴としている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　１１）第１１の発明は、上記した８）項から１０）項の何れか１項に記載の発明の構成
に加えて、上記塑性加工は、押出加工、鍛造加工および圧延加工から選ばれる１種又は２
種以上の組合せである、ことを特徴としている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　１２）第１２の発明は、自動車用部品であって、上記した８）項から１１）項の何れか
１項に記載のアルミ合金製塑性加工品の製造方法を用いて得られる、ことを特徴としてい
る。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　１３）第１３の発明は、Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系アルミ合金の鋳塊からアルミ合金製塑性加
工品を製造する際の人工時効硬化処理に用いる時効処理炉において、上記アルミ合金製塑
性加工品の導電率が、ピーク時効時点での導電率に対して０より大で１ＩＡＣＳ％以下の
増分を有するように人工時効硬化処理におけるピーク時効時点以降の時効処理時間を制御
する、ことを特徴としている。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　１４）第１４の発明は、アルミ合金製塑性加工品の製造システムであって、上記した１
３）項に記載の時効処理炉を有する、ことを特徴としている。


	header
	written-amendment

